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　農
地
中
間
管
理
機
構
を
通
し
て
の
農
地
の
集
積
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
策
が
あ
り
ま
す
。

・
経
営
転
換
協
力
金

　�

　離
農
す
る
際
に
全
て
の
農
地
を
機
構
に
貸
し
付

け
た
場
合
、
10
ａ
あ
た
り
３
万
５
千
円
の
交
付
金

が
「
所
有
者
」
に
交
付
さ
れ
ま
す
。

・
地
域
集
積
協
力
金

　�

　地
域
の
農
地
を
ま
と
め
て
機
構
に
貸
し
付
け
た

割
合
が
、
地
域
の
農
地
面
積
の
２
割
を
超
え
た
場

合
、
10
ａ
あ
た
り
１
万
３
千
円
～
２
万
７
千
円
の

交
付
金
が
「
地
域
」
に
交
付
さ
れ
ま
す
。

・
耕
作
者
集
積
協
力
金

　�

　機
構
が
借
り
受
け
て
い
る
農
地
の
隣
の
農
地
な

ど
を
機
構
に
貸
し
付
け
た
場
合
、
10
ａ
あ
た
り

１
万
円
の
交
付
金
が「
耕
作
者
」に
交
付
さ
れ
ま
す
。

・
そ
の
他

　地
域
で
農
地
を
守
る
た
め
、
集
落
営
農
法
人
な
ど

の
設
立
を
目
標
に
、
年
間
１
地
区
程
度
モ
デ
ル
地
区

を
指
定
し
、
地
域
で
の
話
し
合
い
活
動
を
行
い
、
農

地
の
集
積
を
行
い
ま
す
。
平
成
31
年
度
ま
で
指
定
を

行
い
ま
す
の
で
、
集
落
営
農
法
人
な
ど
の
設
立
に
意

欲
が
あ
る
地
域
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

現
在
ま
で
の
取
組
み
地
区

　

　北
新
地
西
区
（
鏡
）、日
奈
久
、平
和
、北
出
（
鏡
）、

鶴
喰
（
坂
本
）、
松
高
。

　機
構
に
農
地
を
貸
し
付
け
た
場
合
、
10
ａ
あ
た
り

２
万
円
（
平
坦
部
）
～
３
万
５
千
円
（
中
山
間
部
）

を
助
成
し
ま
す
。
た
だ
し
、
国
の
協
力
金
を
受
け
る

場
合
は
こ
の
事
業
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

上
増
加
し
た
場
合
、
規
模
拡
大
に
必
要
な
機
械
の
導

入
に
対
し
て
補
助
を
行
い
ま
す
。

補
助
率

　機
械
の
導
入
経
費
（
消
費
税
抜
き
）
の

　
　
　
　１
／
２
以
内
（
上
限
１
０
０
万
円
）。

※�

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
広
報
や
つ
し

ろ
５
月
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
　機
構
か
ら
農
地
を

借
り
受
け
る
こ
と

で
経
営
体
育
成
支

援
事
業
の
採
択
ポ

イ
ン
ト
に
加
点
さ

れ
た
り
、
土
地
基
盤

整
備
事
業
の
要
件

と
な
る
な
ど
、
機
構

へ
の
集
積
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※�

右
記
の
事
業
に
は
細
か
い
要
件
が
あ
り
ま
す
。

　詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　５
年
以
上
の
賃
借
権
を

設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、

平
成
26
年
度
末
の
経
営
面

積
と
比
較
し
て
１
ha
以

上
（
中
山
間
部
は
0.5�

ha
以

上
）、
若
し
く
は
５
割
以

農
地
集
積
の
支
援
策

県
の
支
援
事
業

市
の
支
援
事
業

国
の
支
援
事
業

農
地
集
積
加
速
化
事
業

機
構
集
積
協
力
金

農
地
集
積
対
策
事
業
（
機
構
利
用
促
進
事
業
）

農
地
集
積
対
策
事
業
（
農
地
集
積
者
支
援
事
業
）

農
地
を
貸
し
た
い
人
、
借
り
た
い
人
へ

　
　
　
　
　  

農
地
の
貸
し
借
り
を
お
手
伝
い
し
ま
す

農
地
中
間
管
理
機
構
を

　 
利
用
し
て
み
ま
せ
ん
か

問
合
せ
　農
林
水
産
政
策
課

　
　
　
　本
庁
仮
設
庁
舎
東
棟
２
階
　☎
33
４
１
１
７

農地中間管理機構との賃貸借のしくみ
（県農業公社ＨＰもご覧くださいwww.kumamoto-kousha.or.jp)

農地の所有者（貸し手）

機構が借り受け

機構が貸し付け

・�借り手が耕作できなくなった場合は、農地中間管理機構が次の借り
手を探します。
・�賃借料の徴収は機構が行います。借り手が複数の場合でも機構にて
一本化され口座に振り込まれます。

農地中間管理機構
・�農地中間管理機構（機構）である熊本県農業公社が農地を借り受け、
耕作者に転貸（貸し付け）します。
・機構、市、農業委員会、JAなどが間に入りますので安心です。
・�書類作成も市と機構にて行いますので、面倒な手続きは必要ありま
せん。

農地の耕作者（借り手）
・�農地の所有者が複数でも、支払いは機構からの口座引き落と
しとなるので、支払いの手間がかかりません。（お米での支
払いも可能です）




